
 

 
 

議  案  第  ６８  号  

 

 

新居浜市建築関係手数料条例の一部を改正する条例の制定について  

 

新居浜市建築関係手数料条例の一部を改正する条例を次のとおり制定する。  

 

平成３０年９月４日提出  

 

新居浜市長  石  川  勝  行  

 

 

新居浜市建築関係手数料条例の一部を改正する条例  

 

新居浜市建築関係手数料条例（平成１２年条例第１４号）の一部を次のように改正す

る。  

別表第２中５３の項を５５の項とし、同表５２の項金額（１件につき）の欄中「５１

の項」を「５３の項」に改め、同項を同表５４の項とし、同表５１の項を同表５３の項

とし、同表５０の項金額（１件につき）の欄中「４８の項」を「５０の項」に改め、同

項を同表５２の項とし、同表４９の項金額（１件につき）の欄中「４８の項」を「５０

の項」に改め、同項を同表５１の項とし、同表４８の項を同表５０の項とし、同表４７

の項金額（１件につき）の欄中「４６の項」を「４８の項」に改め、同項を同表４９の

項とし、同表中４６の項を４８の項とし、４５の項を４７の項とし、４４の項を４６の

項とし、同表４３の項金額（１件につき）の欄中「４２の項」を「４４の項」に改め、

同項を同表４５の項とし、同表中４２の項を４４の項とし、２９の項から４１の項まで

を２項ずつ繰り下げ、同表２８の項事務の欄中「仮設建築物」を「仮設興行場等」に改

め、同項名称の欄中「仮設建築物建築許可申請手数料」を「仮設興行場等建築許可申請

手数料」に改め、同項を同表２９の項とし、同項の次に次のように加える。  

    ３０  法第８５条 特 別 仮 設 １８１，０００円  
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別表第２中２７の項を２８の項とし、４の項から２６の項までを１項ずつ繰り下げ、

同表３の項事務の欄中「第４３条第１項ただし書」を「第４３条第２項第２号」に改め、

同項を同表４の項とし、同表２の項の次に次のように加える。  
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３１，０００円  

附  則  

この条例は、公布の日から施行する。  

 

提案理由  

建築物の敷地と道との関係の建築の認定に係る手数料及び仮設興行場等の建築の許可

に係る手数料を徴収するため、並びに建築基準法の一部改正に伴い、引用法令条項のず

れが生じたことによる所要の条文整備を行うため、本案を提出する。  




